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第１章 はじめに 

 

 標準化推進委員会・標準化動向調査研究部会のワーキンググループである「共通フレー

ム」適用上の課題 ＷＧは、情報システムの開発に関わってソフトウエアの適正な取引が行

われることを狙いに作成された共通フレームを、広く情報産業界で適用させるにはどのよう

な課題があるか、適用状況や各企業での対応状況等を調査し、今後の改訂への指針をまと

めることを目的に発足した。 

 共通フレームは、平成６年２月に共通フレーム検討委員会の承認を得て、同年３月に初版

が出版され、啓蒙活動も緒についたばかりであり、適用上の初歩的な課題が予想される。 

 共通フレームをシステム開発取引や社内作業標準の規範として活用したという例は、現時

点ではほとんど見受けられず、共通フレームを理解しているという企業も先進的な、限られた

企業である。 

 また「システム開発取引の共通フレーム」という一冊の本だけで実用化のレベルまで到達

するには、システム開発標準化や取引において卓越した知識・ノウハウをもった企業でなけ

れば到底不可能なことではないかと推察される。 

 したがって、共通フレームをみんなが理解でき、実用化を促進し、情報産業界が成熟した

産業として世の中に認知されるようにするための第一歩として、本ワーキンググループ（ＷＧ）

では積極的かつ建設的な活動を行い成果をあげたい。 

 幸い、ＷＧメンバーの中には共通フレーム適用について先進的な企業や、検討委員として

活躍したメンバーもあり、的確な検討、研究ができるものと期待している。 
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第２章 活動の目的 

 

 「ソフトウエアを中心としたシステムの取引に関する共通フレーム体系及び定義」のユーザ

ー会員への普及を目的として、事例研究を通して、これの適用上の課題を明らかにするとと

もに、今後の改訂への参考意見をまとめる、ということでスタートした。 

 しかし、実際にＷＧメンバーが集まって検討していく中で、事例研究ができるほど普及して

いる状況ではなく、「共通フレーム」の内容を実用化のレベルまで正確に理解することが第

一歩ではないかということになった。 

 また、ユーザー会員にとってどのようなメリットがあるのか、メリットがあることを知っているの

か、共通フレームの理解度や認識の度合いなどについて調査・分析をし、次の展開をする

必要があるのではないかという結論に達した。 

 したがって、共通フレームが作成された初年度として、「共通フレーム」の認知度、理解度、

ユーザー会員の取り組み姿勢などを調査・分析し、「共通フレーム適用上の課題」として参

考意見をまとめることにした。 
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第３章 活動内容 

 

 月１回のペースで会合を開き、会合の進め方や問題点・課題の検討を行ってきた。 「共

通フレーム」についての知識はＷＧメンバー間でもかなりの差があり、レベル合わせと問題

点・課題を明確にするという目的で、ゲストスピーカーを招いての勉強会からスタートした。 

 期間としては、94 年７月に第１回会合を開催し、95 年３月に第８回会合まで約９か月間の

活動（下表３－１参照）であったが、ＷＧメンバーの熱心な活動により共通フレーム適用上の

課題が明確になり、今後の活動の指針、提言をまとめることができた。 

表３－１   活動概況 

会    合 会合開催日 テ  ー  マ 

第 1 回 研究部会 8 月 25 日（木） キックオフミーティング 

第 1 回 勉強会 10 月 14 日（金） 「文書管理関連規格」 

ＳＧＭＬの理解 

第２回 研究部会 10 月 20 日（木） ＷＧの方向付けと活動案 

報告書の作成に向けて 

第２回 勉強会 10 月 21 日（金） 「標準化動向フォーラム」 

ＳＧＭＬを巡る標準化の動きとＳＧＭＬの実用事

例の紹介 

第３回 勉強会 11 月 10 日（木） 「ＳＴＥＰの現状と今後を語る」 

第３回 研究部会 11 月 18 日（金） 報告書の作成に向けてアンケートの骨子策定 

CALS、STEP のビデオ紹介 

第４回 研究部会 12 月 22 日（木） 国内の準拠状況の調査 

アンケートの骨子策定 

報告書の作成に向けて 

CALS 技術研究組合資料 

第５回 研究部会 1 月 18 日（水） 報告書の作成に向けて 

拡大企画部会の報告 

第６回 研究部会 2 月 16 日（木） アンケートのとりまとめ 

第７回 研究部会 3 月 23 日（木） レポートのとりまとめ 

第８回 研究部会 4 月 17 日（月） レポートのとりまとめ 

 

３．１ 第１回研究部会  
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期日 ：94 年７月 22 日（金） PM 4:00～6:00 

場所 ：日本情報システム・ユーザー協会 会議室 

テーマ：標準化推進委員会 平成６年度キックオフ 

内容 ：「共通フレーム」作成の経緯・背景を含めた内容の説明並びに海外の標準化の動向

と共通フレームとの関係などにつき、ゲストスピーカーを招き、説明会を開催することを決

定。 

 

３．２ 第２回研究部会 

期日 ：94 年９月２日（金） PM 4:00～6:00 

場所 ：日本情報システム・ユーザー協会 会議室 

テーマ：「共通フレーム」作成の経緯と内外の状況について 

        ゲストスピーカー 

           森 茂郎氏：ジェームズマーチン・アンド・カンパニー・ジャパン代表取締役 

            村上憲稔氏：富士通㈱ システム事業推進本部システム技術統括部生産技術

担当部長 

内容 ：当ＷＧにおいて、共通フレーム適用のための調査・研究活動を進めるための基礎知

識として、各メンバーが共通フレームに関する共通認識を持つため に、共通フレームに関

する検討委員会の委員であった森氏、村上氏を招き、「共通フレーム」作成の背景と経緯及

び現状についてと、海外情勢の動向と共通フ レームとの関係について説明を受けた。概要

は次のとおり。 

〈共通フレームの作成の背景について〉  森 茂郎氏     ジェームズマーチン・アンド・カン

パニー・ジャパン 代表取締役 

 共通フレーム作成の検討委員会のメンバーとして実際に参加された経験から、共通フレー

ム作成の経緯や活用方法について説明していただいた。 

 特にシステム開発取引上での価格算定方法、技術者の評価、契約などについて共通フレ

ームを活用することで解決を期待しているということが、大きなポイントであった。 

１）業界発展のための基盤整備 

・ 新しい価格算定方式 

 システム開発、運用などの費用は、人月単価方式、ステップ単価方式が主流となっている

が、オープン化／ ダウンサイジング、クライアント／サーバー（Ｃ／Ｓ）方式では、４ＧＬや開

発ツールが使用されることが多く、ＣＯＢＯＬのようなプログラム言語を使って コーディングす

る割合が極端に少なくなっているため、必ずしも適当な方法とは言えない。 

 また開発環境、ツールを準備し高い生産性をあげて開発するほど金額が安くなり、このこと
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が生産性向上、サービスの質の向上、ノウハウの蓄積・活用を阻む 要因となり、ひいては情

報サービス産業の近代化をも阻害するという不都合も生じかねない。したがって、ソフトの価

値や提供する技術の価値で価格が決定され る、つまり「質」や「付加価値」を中心とした新

価格決定方式が必要になってくる。 

 共通フレームを設定した背景の一つは、このような新価格決定方式に移行していくための

ステップである。 

２）統一的な開発作業項目の確定 

 情報サービス産業の特徴とも言えるが、ユーザー側にとっては開発工程、業務内容、責任

の分担など「見えないもの」について、取引を「明確化」する必要がある。 

 そのために情報システム構築にあたっての開発作業項目を詳細に分析し確定するという

作業を行い、「業務内容」「必要な技術」「作業の質の定義」「ユーザーとの作業分担」を明確

化したものが「共通フレーム」である。 

 作業にあたっては、コンピュータメーカー、ユーザーが持っている既存の開発標準なども

含めて統合化するという配慮が必要であった。 

３）技術者の評価の確立 

 提供するサービスの「質」により料金を決定するためには、成果物の評価システムを確立す

る必要がある。 

 現実的には、成果物の「品質」評価は「効果」がからむため極めて困難である。 

 したがって、品質の評価基準に代わるもの、作業における技術水準、技術者の評価基準

を決める必要がある。 

４）契約に関する慣行の確立、仕様変更のルール化 

 ベンダー、ユーザー双方にとって「わかりやすい」「納得のいく」価格の提供が必要であり、

共通フレームは作業工程、作業範囲を規定しているので活用度が高い。 

 しかし、通産省機械情報産業局から出版されている「ソフトウェアの適正な取引をめざして」

やＪＩＳＡから出版されている「ソフトウェア開発委託モデル契約と解説」などの併用が必要で

ある。  

〈ＳＬＣＰ／共通フレーム動向〉  村上憲稔氏     富士通㈱ システム事業推進本部システ

ム技術統括部生産技術担当部長 

 共通フレームが国際標準であるＳＬＣＰやＩＳＯ9000 とどのような関連を持っているか、共通

フレーム が単にシステム開発作業だけを対象としているのではなく「ビジネスフレーム」とし

て幅広く活用することで、より効果的な活用ができるということをポイント に説明していただ

いた。 
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１）国際標準動向 

①ソフトウェアライフサイクルプロセス（ＳＬＰＣ）国際標準 

・ この規格は、89 年 11 月より審議してきたもので、共通フレームのベースドキュメントになっ

ている。93 年６月のＳＣ７委員会案（ＣＤ12207-1）の 段階の資料に基づいているが、同年

11 月米国 Nashua で改訂した版（国際規格案ＤＩＳ12207-1）も一部共通フレームに反映して

いる。 

・ 掲記の規格（ＤＩＳ12207-1）は、この８月の投票では賛成多数を得て承認の運び。各国か

らあがったコメントを 11 月の国際会議で審議し、事務手続きを済ませて来年２月ごろ登録さ

れる予定。 

・ 現在、この規格の適用ガイドブックを作成中。 

・ 今後のＳＣ７（ソフトウエア技術）が設定する国際標準は、このＳＬＣＰをプラットフォーム（傘）

にしていくことが決定。 

・ 日本では来年度予算でＪＩＳ化することが決定。 

②ＳＬＣＰに関する各国の動き 

＊米国 

・ ＡＮＮＳＩが採用の方向。 

・ 政府／官公庁 47 機関が、既存の標準を見直し始めた。 

・ ＩＥＥＥが設定したＩＥＥＥ版ＳＬＣＰもＩＳＯ版とのハーモナイズを検討。 

＊フランス 

・ 規格設定前の PRE-STANDARD として、ＣＤ12207-1 をフランス語に翻訳し、出版。 

＊カナダ 

・ 同じく、ＣＤ版を翻訳。 

＊日本 

・ 日本の産業界テーラリングとして、「共通フレーム」を展開。 

・ この動きは、各国の国際標準の適用の模範例として注目を浴びている。 

③ＩＳＯプロセス評価（ＳＰＩＣＥ）との関係 

・ 共通フレームでも見られる「組織の確立／評価／改善」のアクティビティは、システム開発

の構築力を評価し、改善する一連の活動。 
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・ この評価の手法は、カーネギーメロン大学の成熟度モデル（ＣＭＭ）をたたき台にして各

国で拡張している。これを国際標準にする活動が同じくＳＣ７／ＷＧ10 で検討されている。 

・ この活動のベースのアクティビティをＳＬＣＰに合わせていくことを検討中。 

④ＩＳＯ9000 との関係 

・ ＳＬＣＰは、基本理念として特定の方法論、技法、ツール、開発モデルに依存させないよう

に汎用的に、かつ柔軟な適用ができるように作成されている。 

・ ＩＳＯ9000 に対して、ＳＬＣＰは基本理念として尊重するとした。またＳＬＣＰの品質保証につ

いては「品質管理（Quality Management）の広い視点でとらえ、ソフトウェア品質保証（ＱＡ）、

検証、確認、共同レビュー、監査の４つのプロセスをもつ。後者の４つを品質保証の手法とし

て用いてもよいとし、全体の関係をとっている。 

・ ＳＬＣＰでは、契約で指定されたときにＩＳＯ9000 を使って品質保証をしてもよいとし、ＳＬＣ

Ｐでの義務づけはしていない。 

・ ＩＳＯ9000 は、企業や組織の「品質システム」を構築するための品質要件を設定したもの。

したがって、企業や組織が仕事の仕方を設定する場合、この ＳＬＣＰからの作業を組み立て

ることになるが、その組立要件として「品質要件」だけでなく要求仕様、開発モデル、手法、

納期、コスト、セキュリティ要件な どがある。その意味で、ＩＳＯ9000 は要件の一部としてとら

えられ、ＳＬＣＰの応用範囲は広い。 

２）国内の動向 

①『産業構造審議会の答申』にみる「ソフトウェアの適正な取引の提言」 

・ 契約書の整備：仕様の確定、仕様変更ルール、検収、瑕疵担保責任、知的財産権 

・ 契約手続きの慣行化：ＲＦＰによる発注、請負と委任の明確化 

・ 価値を反映した価格の決定 

・ 原価計算の緻密化 

・ ベンダー／ユーザー間の情報提供 

   このベースとして、取引の transparency の確保のための「共通フレーム」 

②電子協「ソフトウェア開発モデル契約書」の策定 

  このモデル契約書は「共通フレーム」の各プロセスの区切りをベースにした。 

③「ソフトウェア高度化優遇税制」申請時での「共通フレーム」の適用 

④「ＳＩ認定業者」 

  認定のための調査項目に「共通フレームと各社標準との対応表の作成」を設定。 

⑤ＳＬＣＰとＩＳＯ9000-3 との比較調査（日本規格協会） 
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⑥各社サービス体系、共通フレームと各社作業標準対応の調査報告（ＩＰＡ）  

 

３．３ 第３回研究部会  

期日 ：94 年９月 28 日（水） PM 4:00～6:00 

場所 ：東京証券会館 ８階 第１会議室 

テーマ：「共通フレーム」における問題点の洗いだし 

内容 ：「共通フレーム」を利用する際の課題、問題点などについて洗いだしを行った。初め

にＮＴＴ安原氏から、提供のあったレポートについて説明があり、続いて「システム開発取引

の共通フレーム」に関して、フリートークを行った。 

＜共通フレーム利用の課題・問題点＞     ＮＴＴ 情報システム本部 安原氏 

１）適用レベル（利用者、購入者の立場から） 

 各社ごとに開発標準が存在し、企業間のコミュニケーションに共通フレームを利用するケ

ースを想定すると、以下のような利用方法が考えられる。 

①社内標準のチェック用 

 社内の開発標準の体系化、抜けの防止チェックのための基準文書として利用する 

②契約場面での使用 

  購入仕様書        ： 購入要件の定義に使用 

  作業項目内容の確認   ： 抜け、あいまいさがなくなる 

  作業分担の決定      ： 購入者・供給者・共同作業の区別 

  作業手順、期日の確認 ： 誤解の防止 

  見積に使用         ： 見積の詳細化 

③進捗管理に使用 

 個々のＷＢＳごとに進捗尺度、報告項目を決める 

  スケジュール管理に使用 

  作業量・コスト管理に使用 

  体制、要員のレベルチェックに使用 

２）問題点・課題 
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①社内標準のチェック用に共通フレームを利用することは有効 

  また、決まった社内標準がない場合は、共通フレームをカストマイズする形で作成するの

がよい 

②契約場面での使用 

  ・ 共通フレームと自社の開発標準が異なるため、２つの言葉を覚えなければならない 

   対応付けは容易か？ 

－作業項目が１：１、１：ｎ対応であればいいが、ｍ：ｎであれば対応付けが大変 

－工程の切り方が直交しないとどうする 

－２つの言葉の使い分けは大変。二重管理の必要性 

－「共通フレーム」は抽象化しているため、問題を“クリアー”にしているのか“あいまい”にし

ているのか、使ってみないとわからない 

  ・ 見積り 

共通フレームそのものの問題より見積技術自体が未成熟な点が問題 

稼働時間をさらけだすことはベンダーには不利益 

  ユーザーにはメリットある？ 

共通フレームは、見積が人月換算にならないように、ソフトウエアの価値に着目した見積に

なるようにしていくための指針でもあるということであるが、工程や工数を明確にすることによ

り、人月での見積に拍車をかけそうである。 

③進捗管理に利用する場合 

・ 進捗の測定方法、妥当な値について、両者の同意が必要 

・ 社内の標準と共通フレームのＷＢＳが異なるため、社内管理用と報告用の二重管理が必

要 

３）評価 

①社内の開発標準がない場合、共通フレームを利用することは有効である。 

  また、企業間の受発注で、共通の取引き標準がない場合は、共通フレームが利用できる

が、現実には、力関係／技術力により、発注側あるいは受注側のどちらかの開発標準を利

用することになることが予想される。 

②共通フレームを有効に利用するためには、各社の開発標準をある程度、共通フレームに

準拠する必要がある。 
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③現状では、情報システム部門と発注部門（社内の業務部門）及びメーカーとの間は、自社

の開発標準に従って作業を行っているので、共通フレームを使用するメリットはない。 

以上のような内容について説明を受けながら、ＷＧメンバーで意見・要望を含め、出された

問題点、疑問点、課題等は次のとおりである。  

１）ドキュメントの規定がないので、そのまま標準化としては利用できない 

  →ドキュメントを規定すると作業項目全てを規定することになり、自由度をなくすことから、

“例”にとどめてある。 

２）社内標準と「共通フレーム」の摺り合わせは、ほぼ可能であった。 

 →各社対応付けをしてみる必要がある。 

   実際に摺り合わせの作業をしてみた場合の問題点 

   ・ １：１、１：ｎで単純に対応づけられないｍ：ｎの関係もあり大変である 

   ・ 工程の切り方が直交しないとどうする 

   ・ 共通フレームと自社標準と２つの言葉の使い分け及び２重管理は大変 

３）各社標準の突き合わせを行う 

 →「共通フレーム」の定義で明確になっていれば容易である 

４）社内での用語の定義を明確にしてから「共通フレーム」と対応付けする計画である 

５）汎用機系（ホスト系）中心のシステムには合致しているが、オープン化／ダウンサイジング

システムには手順が長すぎるなど適用が難しいのではないか 

  →・ 共通フレームでガイドは示してあるがカストマイズが必要である 

     ・ 実態から共通フレームを見る方が良いかもしれない 

６）業務改革の意義を強調する方が良い 

  →解釈面でのフォローが必要 

７）方法論を念頭においたコンセプトのようなものがほしい。読んでいて無味乾燥な印象が強

い 

  →例えば、「共通フレーム」という言葉をなぜ使用したか等 
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８）取引のとき、ユーザー側と供給側で共通認識が持てるという点で良い 

  →・ 次に具体的な活用方法までブレークダウンしてはどうか 

     ・ ユーザー側のレベルの問題があるが、納得してもらいやすい環境ができたということ

は言える 

９）ユーザー側にとってのメリットを強調する必要がある 

  →ベンダー側のメリットも裏腹である 

10）「ソフトウェア開発モデル契約解説書」（日本電子工業振興協会）、「ソフトウェアの適正

な取引を目指して」（通産省機械情報産業局）との併用が効果的である 

11）共通フレームの勉強が必要である 

12）分業化への対応 

13）「共通プロセス」については、従来抜けていたので社内標準に活かせる 

14）「共通フレーム」は抽象化しているため、問題を“クリアー”にしているのか“あいまい”にし

ているのか、使ってみないとわからない 

15）座標軸の定義でＹ軸の定義が必要である 

16）その他 

 ・ 同じ言葉で説明できるので、進捗管理には便利である 

 ・ 業務部門（社内ユーザー部門）が発注する際に役立つかもしれない。 

  ただし業務部門で理解できるような用語使いをしているかという疑問がある。  

  以上のような項目があげられたが、当ＷＧではユーザー側にとってどのようなメリットがある

かが最大のポイントであるということから、次回はユーザー側にとってどのようなメリットがある

かを洗い出すことになった。  

 

３．４ 第４回研究部会  

期日 ：94 年 10 月 26 日（水） PM 4:00～6:00 

場所 ：中央大学駿河台記念館 ５階 580 号室 

テーマ：「共通フレーム」利用のユーザー側メリットについて 

内容 ：前回の議事内容を確認し、「共通フレーム」利用に関するユーザー側のメリットにつ
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いて、三菱商事 田中氏から提供されたレポートの説明を受け、メンバーでの意見交換を行

った。 

〈システム開発取引の共通フレームについて〉     三菱商事㈱ 情報産業情報化推進室 

田中氏 

１）「共通フレーム」制定の効果について 

 システム開発に関し、購入者と供給者間の契約上の透明度を高めるために、公的なガイド

を設けると共に、継続的にこれを整備することは大変有意義である。 

２）改善が望ましい事項 

 これを一般企業に普及・定着させるためには、今後次のような改善が必要である。 

  ①一般企業がそのまま適用できるようなひな型をとりまとめる 

  ・ メーカー指導型のいわゆる「硬い」表現のため抽象的で、一般企業にはわかりにくい 

  ・ 内容の定義とは別に、各企業の情報システム部とシステムハウス間で、実際に利用でき

る平易なひな型が欲しい 

  ②項目の重要度に応じて留意すべきポイントや陥りやすいトラブル例等と解説を加える 

 ・ 精算などの場合、円滑に処理できるように依るべき規準を設けたい 

 ・ 「この点だけは契約書に入れておく必要がある」といったものを明文化したい 

 ・ 各社のトラブル例を集大成したＱＡ集などガイド的なものが別冊で欲しい 

 ③各項目における役割分担を、別途一般企業側の利用部門も含めて設定する 

 ・ 一般企業内で、利用部門を「購入者」として拡大解釈するのは無理がある 

  ・ 本論の対象は情報システム部門とシステムハウス間の関係に絞り、別に情報システム部

門と利用部門の役割分担を定めるようにしたい。 

 ④公的なルール付けにより普及・定着を図る 

 ・ 例えばＳＩ（System's Integrator）認定企業には遵守義務を負わせるべき。 

３）「共通フレーム」に対する当社の対応について 

① 「共通フレーム」定義している事項は、当社が設定した「システム開発に係わる標準化（Ｓ

ＴＡＲＴ）に、おおむね組み入れ済み（ダウンサイジングに沿った独自な整備は進めている） 
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② 現段階では「共通フレーム」に合わせてＳＴＡＲＴを見直しする必要はない。 

 

 以上のような説明を受けながら、ＷＧメンバー間で出された主な意見、課題・問題点等は

次のとおりである。  

１）利用側と供給側のシステム取引における適用パターン（表３－４－１） 

 適用パターンによりメリット、デメリットも変わってくることも考えられるので、「共通フレーム利

用ガイド」を参照しながら、適用パターンの検討を行った。 

 また、このような形態を考慮して、利用側と供給側で話合いが必要である。 

表３－４－１ 

  利 用 側 供 給 側 

① 業務部門（会社内利用部門） 情報システム部門 

② 情報システム部門 ベンダ 

③ 業務部門 ベンダ 

④ ベンダ サプコン 

※②のパターンが中心で、これを定着させてから③へ 

③のパターンは急速に増加してきているので、考慮する必要がある。 

２）具体的な効用 

 「共通フレーム利用ガイド」に示されている内容についてはそのとおりであるが、ユーザー

側の要求は、「共通フレーム」を活用することにより、“早く、安く、良いもの”が提供されるとい

うことである。 

 ・ 取引内容が明確になり、透明度があがる 

 ・ 評価の公正化が図れる 

 ・ プロジェクト管理の実態がわかりやすくなり、双方の管理レベルが向上する 

 ・ 各社の工程の作業内容を誤解なく把握できる 

 ・ 契約対象として必要な作業を漏れなくチェックできる 

 ・ 両者間の作業の役割分担の決定が容易となる 

 ・ 過去に蓄積された取引事例の分析評価が容易となる 

３）社内標準の有無により利用方法が異なる 
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  ・ 社内標準があるところは、社内標準のチェックに利用できる 

  ・ 社内標準がないところは、「共通フレーム」を利用することで安心して取引ができるし、社

内標準を作成する参考になる。 

４）「共通フレーム」の利用範囲 

 「共通フレーム」は単にシステム開発標準という見方だけでなく、もっと視野を広げ、「ビジ

ネスフレーム」（図３－４－１）として、ソフトウェアビジネス全体を成熟させるためのフレームと

してとらえると、その効用の大きさがわかる。  

 

 

図３－４－１ 

 

 

３．５ 第５回研究部会 

期日 ：94 年 11 月 30 日（水） PM 4:00～6:00 

場所 ：中央大学駿河台記念館 ５階 580 号室 

テーマ：「共通フレーム」適用状況のアンケート調査について 

内容 ：「共通フレーム」利用に関するＷＧメンバーでの課題、問題点、メリット 

・ デメリットについての意見だけでなく、各企業ではどのようにとらえているかをアンケート調

査し、「共通フレーム」適用を推進していくための本当の課題は何かを明確にする。 
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・ 各メンバーが持ち寄ったアンケート項目を検討し、アンケート骨子を決めた。 

・ アンケート調査をすることを決めるにあたっては、「ベンダー、ユーザーとも“共通フレーム”

に対する認知度及び内容に関する認識度は高いとは言い難く、事 前にセミナー等で認識

を深めた上で、アンケートを実施した方がよいのではないか」という意見もあったが、認知度

も含めて現状を把握することが必要であると いう結論に達した。 

〈アンケート調査項目の洗いだしと骨子〉 

１）アンケート回答依頼状 

 ・依頼文 

  ・アンケート実施の背景説明 

  ・共通フレームの概要説明 

  ＊テンプレートのコピーを添付 

２）回答会社のプロフィール 

 ・回答者の所属・役職・氏名等 

 ・業種 

 ・その他 

３）開発標準について 

 ・開発標準は何を使っているか 

 ・受発注の際の手続き 

   標準の有無 

   標準の内容 

 ・金額の決め方 

４）共通フレームの認知度について 

 ・共通フレームを知っているか 

   どのようにして知ったか 

 ・その他 

   ＳＩ、ＪＩＳ化、優遇税制、第２種試験問題 

５）活用度について 

 ・共通フレームは業界標準として役立つと考えるか 

 ・共通フレームはどのような点で役立つと考えるか 

   自社の中で効果的な開発可能 
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   取引関係 

   ベンダー（ＯＲ 施主）とのトラブル回避 

６）共通フレームの普及方法について 

 ・法的規制（公的強制力は必要か否か） 

 ・セミナー（啓蒙・活用目的） 

 ・その他 

７）共通フレームの評価・要望 

  疑問点、利・活用するにあたって解決されるべきこと等  

〈共通フレーム適用状況のアンケート調査用紙作成とアンケート実施〉 

  第５回研究部会で決めたアンケート調査項目の骨子に従い、アンケート調査用紙案を作

成し、ＷＧメンバー各位が加筆、訂正を行った結果を事務局でとりまとめ、１月初旬にＪＵＡＳ

会員各社へアンケート調査の依頼を行った。 

 また、ドキュメント・データ標準の課題ＷＧでもＪＵＡＳ会員各社へのアンケート調査を計画

していたので、一緒にアンケートを行うことにした。 

 

３．６ 第６回研究部会  

期日 ：95 年１月 27 日（水） PM 3:00～5:00 

場所 ：日本情報システム・ユーザー協会 ４Ｆ 研修室 

テーマ：「共通フレーム」適用状況のアンケート調査結果について 

内容 ：アンケート調査の回答数は締切日間際ということもあり 21 社と少なかったが、おおよ

その傾向は把握できるのではないかということで、回答内容の検討を行った。 

〈アンケート調査結果 第１回目の感想〉 

１）ほとんどの会員が、共通フレームを適用していくことを望んでおり、取引内容の明確化や

工数、スケジュールについてベンダーとの共通認識が得られるのではないかと考えている。 

２）「共通フレームを知らない」が半分以上を占めており、アンケート調査に添付した共通フレ

ームの概要をみて初めて知った会員が多く、共通フレームとは何かという啓蒙活動が必須の

ようである。 

３）共通フレームに自社の標準化を適合させて活用するとか、実際の取引に共通フレームを

適用したという事例は稀である。 
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４）共通フレームの適用を要求されたという実例はないようである。 

５）共通フレームを普及させるための、ＷＧメンバーの意見として 

  ・ 本が一冊出ただけでは限度がある。本屋に何冊も共通フレームに関する本が並ぶこと

が必要ではないか。 

 ・ 日経コンピューターなどの専門雑誌に共通フレーム適用事例集が掲載されることも必要 

 ・ 目先のメリットがわかること 

 ・ 啓蒙活動を進めるには、検討委員会、推進委員会のようなものがあれば、それに指示

する。なければ当ＷＧからの提案をする。 

  提案は、ＪＵＡＳを核にして啓蒙活動を行うとか推進委員会を設置するように通産省に提

言するなどの内容になる。 

６）アンケート調査結果のまとめ方について 

 ・ ベンダーとユーザーとでは、共通フレームに対する見方、メリットが全く違うので対比でき

るように集計を行う。 

   ベンダーは独立系、ユーザー系、メーカー系に分ける 

 ・ 社内標準化の有無により見方も変わるので、分けて集計する(図３－６－１） 

 ・ 共通フレームを知っているか、知らないかも分ける  

 

 

図３－６－１ 

 

 

３．７ 第７回研究部会  

期日 ：95 年２月 22 日（水） PM 4:00～6:00 

場所 ：ＮＴＴ麻布セミナーハウス 403 号室 

テーマ：「共通フレーム」適用状況のアンケート調査結果のまとめについて 
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内容 ：アンケート調査の回答数は、発送 270 社、回答 60 社とまずまずの回収結果であった。 

          回答の内容も熱心に、まじめに回答していただいているように見受けられた。 

          共通フレーム適用状況のアンケート調査結果については次項に記述する。 

          （アンケート調査項目の詳細は巻末資料参照） 

 

３．８ 第８回研究部会  

期日 ：95 年３月 29 日（水） 

テーマ：「共通フレーム適用の課題」のまとめと今後の進め方 

内容 ：本報告書の最終的なまとめ 
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第４章 共通フレーム適用状況のアンケート調査報告 

 

（１）回答社数 

 アンケート送付  270 社 

 回答           60 社 ユーザー系  46 社（分社化はユーザーに含む） 

                                      ベンダー系   14 社  

（２）ユーザー系とベンダー系に分けて集計 

 各調査項目について、ユーザー系とベンダー系での違いも分析したが、大きな差はなかっ

た。  

（３）アンケート結果の概要 

・「共通フレームの内容を知っているか」という問いについては、ベンダー系の約 80％がなん

らかの形で知っていると答えたのに対し、ユーザー系は約 60％と知っている割合が少なか

った。 

・「共通フレームは業界標準として役立つか」という問いに対しては、ユーザー系約 63％、ベ

ンダー系約 71％と、ほぼ同じ割合で役立つと答えている。 

  ただし、オープン系には適用できないのではないかという意見も寄せられており、時代的

な背景として、オープン化／ダウンサイジングシステムへの適用の期待も多い（55％）。 

・「共通フレームが幅広く普及した方がよいか」という問いに対しては、ユーザー系約 74％、

ベンダー系約 79％と高い割合で、双方とも普及した方がよいと答えている。 

・「実際に役立っている点または期待されると思われる点」については、 

① 取引内容が明確になりベンダーとの取引がスムーズになる 

② 作業範囲や作業項目が明確になり工数見積り、スケジュールなどに共通認識が得られ、

作業が進めやすい 

③ 作業の役割分担が明確になり、施主とベンダーの役割、責任の所在が明確化できトラブ

ルがなくなる 

という点について、ユーザー系、ベンダー系とも約 70％以上の高い割合で期待している。 

・「取引にあたって共通フレーム適用を要求されたことがあるか」という問いについては、88％

が要求されたことがないと答えている。 
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・以上のように、共通フレーム適用については肯定的で、かつ期待度も大きいが、適用され

ている例はごく稀 であり、活用方法を知りたい、啓蒙活動が必要、カストマイズが必要、ひ

な型やガイドブックが必要など、具体的な展開については、しかるべき部署・委員会な どか

らのサポートが必要なことが明白である。 

 ただし、この結果はアンケートの回答があった分だけであり、アンケートに回答されていな

い会員の動向をどのように判断するかという微妙な問題がある。 

 一般的には、共通フレームを知っているとか関心がある会員は回答していると考えるべき

で、回答がない会員は、共通フレームに対しての認知度も低く、ほとんどがまだ知らないとい

うことではないかと思われる。 

（調査結果の詳細は巻末資料参照） 
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第５章 共通フレーム適用上の課題についての提言 

 

  ＷＧメンバーの意見、アンケート調査結果、5.1 項に述べる共通フレームの最新動向を踏

まえて、共通フレーム適用上の課題についての提言を次のとおりまとめた。 

 アンケート調査の結果からも明らかなように、共通フレームの適用を推進するためには、共

通フレームについての幅広い啓蒙活動が必要である。 

 幸い共通フレームの適用について否定的な意見は少なく、ユーザー、ベンダーともメリット

がありそうだという感触を持っているので、ＰＲ、啓蒙活動の効果は大きいのではないかと期

待される。 

 理想的には、ユーザー側から共通フレームに従って取引や開発をして欲しいという状況が

最善であり、そのためにはユーザーの団体であるＪＵＡＳが核になり啓蒙活動をするのがよい

と思われるが、検討委員会、推進委員会を組織して進めるということも重要である。 

 本調査では、ソフトベンダー側はユーザーの理解が欲しい、社内情報システム部門側は

業務部門つまり社内ユーザーの理解が欲しいということであり、いずれにしてもユーザー側

にとってどんなメリットがあるかをまとめ、啓蒙していくことが重要である。 

 そして、共通フレームをどこまで適用するか、 

 ①社内標準との突き合わせのみ 

 ②社内標準を共通フレームの言葉にする 

 ③共通フレームをオープン系システムのような短期間開発手法と合わせる 

などを決めることも必要である。 

 また、共通フレームと自社標準化を対比し、自社で不足しているものを共通フレームにあ

わせて充実（足し込む）させていくとか、２重管理を避けようとするなら両者をイコールにする

という最も理想的なアプローチが必要になる。 

 いずれにしても実際の開発作業にあたっては、ユーザーとベンダーでよく話し合って決め

ることが重要である。  

 

５．１ 「共通フレーム」の最新動向について  
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  92 年 12 月、通産大臣の諮問機関である産業構造審議会情報産業部会は、「ソフトウェア

新時代」の「マーケットメカニズム確立のための基礎条件の整備」の 緊急提言を行った。そ

の中で、ソフトウエア開発の取引内容、範囲などを明確化するため、ユーザー・ベンダー双

方にとって目安となる「共通の物差し」、標準 的な作業フレームの必要性が強く求められた。

この提言を受ける形で、ユーザー、ソフトウエアハウス、コンピューターベンダーの各団体、

官（通産省）や学識 経験者からなる共通フレーム委員会（委員長：大野豊京大名誉教授）

が発足し、昨年３月には「システム開発取引の共通フレーム（以下、共通フレームと呼ぶ） を

策定し出版してきている。 

 この共通フレームは、国際規格であるＩＳＯ／ＳＬＰＣをベースに、国内事情の反映とわかり

やすさの向上 を図って、ＳＬＣＰ－ＪＣＦ94（Software Life-Cycle Process Japan common 

Frame 94）としてまとめられている。これは、国際規格の狙いと同様、ソフトウエアを中心とし

たシステムの企画、開発、運用、保守、及びそれらに関わる諸活動の 作業内容を可視化す

ることで、購入者、供給者双方に「共通の物差し」を準備して、取引内容や範囲を明確にす

ることをその狙いとしている。この共通フレーム の作成にあたって、立場を異にするベンダ

ーとユーザーが共に協調しながら合意形成できたことは、大きな意味がある。ソフトウエアビ

ジネスの適正化はベン ダー、ユーザーの双方が共に車の両輪として役割を果たす必要が

あるからである。 

 共通フレームが昨年３月に発行されて以来、すでにいろいろな局面で活用が始まってい

る。 

 各社においては、本来の「契約での取引内容と範囲を明示する」ための参照だけではなく、

「自社の作業標 準の見直し」「ソフトウエアビジネスのサービスメニュー作成での参照」「人

材専門分野での枠組みとして活用」が進められている。また「組織のシステム構築 力評価」

や「ＩＳＯ9000 品質システム構築」の場合の作業体系の規範としての活用も考慮されてきてい

る。一方、共通フレームの各種制度への取り込みも始 まっている。 

 ソフトウェア高度化税制（ＩＰＡに登録した高度なソフトウェア／サービスについて、売上収

入の 10％ （外注費は控除）を開発準備金として積み立てられる制度）、及びシステムインテ

グレータ制度での申請時の共通フレームに関する質問（自社の作業標準との対 応の有無

など）などに取り入れられてきている。 

 共通フレームの適用は「取引の適性化」だけでなく、オープン化時代のソフトウエアマネジ

メント手法、業 務部門の手によるシステム構築（エンドユーザーコンピューティング）の推進、

ベンダー（サービス）選択のしやすさといったことを促進する。共通フレームを 適用したビジ

ネスの推進は、企業信頼度の向上にも貢献するところである。 
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 共通フレームが今後、取引の適性化の目的に加え、こういった面でも広く機能していくに

は、ソフトウェア業界全般に広く普及することが必要である。特にユーザーサイドの理解・普

及が当面の課題となる。 

 共通フレームは、94 年 11 月のＳＬＣＰ国際規格設定と、95 年度に予定されているその日本

工業規格 （ＪＩＳ）化に伴い見直しも必要となろう。また、完成後１年を経過した現時点で上が

ってくる適用上の問題も解決する必要がある。今後とも継続して成長を見 守る必要がある。  

 

５．２ 共通フレームの内容に関する改善事項  

１）社内標準との対応で言葉の解釈が難解なものがある 

 実際の仕事とどのようにつながるのかが明確でないので、他人ごとのようであり、また抽象

度が高い表現になっているため開発標準として考えると適用が難しいという問題がある。ま

た英語を日本語化したということも、わかりにくい要因と考えられる。 

 取引に限定して使用するとやさしくなるかもしれない。 

２）社内標準にいきなり取り込むのは無理 

 ＷＧメンバーの社内セミナーで共通フレームをとりあげたが、難しかったという意見が多か

った。 

３）Ｑ＆Ａ集が必要 

などの課題があるので、ガイドブックのようなものが必要である。  

 

５．３ 共通フレームの啓蒙活動に関する事項  

１）推進母体が必要 

２）事例集作成、Ｑ＆Ａ作成 

３）トラブル事例集 

４）共通フレームに準じた 

   ・取引例 

   ・ツール類 

   ・開発の進め方  

 

５．４ 契約、取引に関する事項  
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１）ソフトウェア開発モデル契約解説書（日本電子工業振興協会編）、ソフトウェアの適正な

取引を目指して（通産省 機械情報産業局編）との連携 

２）ＪＩＳＡでは、見積は共通フレームでやるということが大前提になっているが、具体的にどう

するかが決 められないでいる。共通フレームでは、作業手順（工程）は明確になっているが、

工程ごとにどのくらいの工数がかかるのか、全体との比率はどうかなど「山」 の高さが見えな

い。人月単価、ステップ単価から脱却したいし、ＣＯＢＯＬでの開発のようにステップが明確で

ない開発が増えてきている。 

 クライアント／サーバーシステムの場合、入力処理画面・照会画面、オンライン帳票、バッ

チ帳票などの数、バッチプロセス数などを基準に、その難易度を加 味して見積る方法や、

ファンクション・ポイント（ＦＰＡ）のようなステップに頼らない見積手法が使われる場合が多い

ようであるが、共通フレームに準じた新 しい見積手法の検討が必要である。 

３）ユーザー側の理解が必要である 

 ベンダー側は、共通フレームを使いたい、見積基準も変えたいと思っているが、ユーザー

側は、難しく面倒なものは理解しなくてもよいと思っているという問題がある。 
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第６章 次年度活動の方向 

 

 「共通フレーム」適用推進ＷＧという立場で、効果的な啓蒙活動の検討ならびに実際の啓

蒙活動を行う。 

 効果的な啓蒙活動の検討とは、どこが主体となって進めるか（通産省、ＪＵＡＳ、ＪＩＳＡ、共

同……）、 セミナー、書籍、事例集発表などの具体的な進め方を検討することで、本が１冊

出版されただけでは共通フレームが広く普及するとは思えない。定量的な目標を 定めて、

共通フレームの理解を深めることが必要。 

 具体的な進め方としては、共通フレームを取引や社内標準として適合させた経験のある会

員を選択し、ＷＧメンバーとして活動してもらい、事例集、ガイド集などの作成や具体的な適

用上の課題を明らかにすることも有効な活動方法である。 

 また、取引の標準化、スムーズな取引を目指すためには、「ソフトウェアの適正な取引きを

目指して」「ソフトウェア開発モデル契約解説書」に示されている内容も並行して検討しなけ

ればならない。 

 次の段階として、実際の適用を普及させるというアプローチになる。これも目標、スケジュー

ルを決めて活動しなければならない。 
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